
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎広域連携中枢都市圏 

地球温暖化対策実行計画 

【圏域編（区域施策編）】 

～長崎市・長与町・時津町ゼロカーボンシティ推進計画～ 

 

令和 5（2023）年 10 月 

長 崎 市 

長 与 町 

時 津 町 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長崎市】重点アクションプログラム 
（実施計画） 

計画期間：2022(R4）～ 2025(R7）年度 

中期削減戦略の具現化に向けた実施計画 

長崎市地球温暖化対策実行計画 
【市役所編（事務事業編）】 

（長崎市役所地球温暖化防止率先行動計画） 

計画期間：2013（H25）～ 2030(R12)年度 

長崎市役所の全ての事務及び事業に関する 

地球温暖化対策について定めた計画 

■長崎市■ 

■長与町■ 

第 4次長与町地球温暖化対策実行計画 
（事務事業編） 

計画期間：2023(R5)～2030(R12)年度 

長与町役場の全ての事務及び事業に関する 

地球温暖化対策について定めた計画 

■時津町■ 

時津町地球温暖化対策実行計画 
（事務事業編） 

計画期間：2020(R2)～2030(R12)年度 

時津町役場の全ての事務及び事業に関する 

地球温暖化対策について定めた計画 

関連する計画 



はじめに 

 

近年、世界各地で地球温暖化とそれに伴う「気候変動」による災害等の影響が観測されており、

地球温暖化の進行に伴い、今後このようなリスクが更に高まることが予測されています。こうし

た状況は、もはや単なる「気候変動」ではなく、全ての生物にとっての生存基盤を揺るがす「気

候危機」とも言われ、避けることのできない喫緊の課題となっています。 

これらの地球規模の環境問題の解決に向け、2015（平成 27）年の COP21（国連気候変動

枠組条約第 21 回締約国会議）において採択された「パリ協定」や、「IPCC（気候変動に関する

政府間パネル）1.5℃特別報告書」など、気候変動に関する国際的な動向を背景に、わが国でも、

2020（令和 2）年 10 月に、2050（令和 32）年温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「カ

ーボンニュートラル」を目指す方針が示され、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正や、

国の地球温暖化対策計画の見直し、地域脱炭素ロードマップの策定などの様々な取組みが打ち出

され、カーボンニュートラルの実現に向けて国内外において大きな変革の時を迎えています。 

 長崎広域連携中枢都市圏を構成する市町である、長崎市、長与町、時津町では、これまでも、

市町ごとに地球温暖化対策に資する様々な対策を講じてきたところですが、こうした国内外の動

向を鑑み、2021（令和 3）年 3 月に、「ゼロカーボンシティ」宣言を一市二町で同時に表明し、

2050（令和 32）年二酸化炭素排出実質ゼロのまちの実現を目指すこととなりました。これに

伴い、圏域全体で目標を達成するための具体的な取組みや方針等を定めた計画が必要となること

から、共同で「長崎広域連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画【圏域編（区域施策編）】」を策

定し、それぞれの自治体独自の取組みに加え、各市町が連携して取組みを推進することで生じる

相互補完や相乗効果、波及効果などによる更なる取組みの強化、加速化を図ることとしています。 

現在の各市町の温室効果ガス排出量の傾向をみると、今のままでは、2050（令和 32）年「ゼ

ロカーボンシティ」という大きな目標の達成は厳しい状況にあることから、今後は、温室効果ガ

ス排出量に占める割合が高い 3 部門（業務その他部門、家庭部門、運輸部門）に対して更に効

果的な取組みを推進する必要があると考えています。 

各市町の全ての主体が協力し、一丸となって、あらゆる方策を総合的かつ計画的に推進してい

くためにも、地域住民、事業者の皆様におかれましては、自分事として、一市二町における連携

した地球温暖化対策の取組みについてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

2023（令和 5）年 10 月 

長崎市  

長与町  

時津町 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「ゼロカーボンシティ長崎」宣言文 

 「長崎広域連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画【圏域編（区域施策編）】」は、行政だけで

はなく、企業や地域住民など 30 名の利害関係者からなる「長崎広域連携中枢都市圏地球温暖化

対策実行計画協議会」により、計画の見直しや実施、進行管理にわたり、共通理解の上、協働で

進めるものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「ゼロカーボンシティ長与」宣言文 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「ゼロカーボンシティ時津」宣言文 



  


